
①医師など医療従事者すら適切な情報と説明がなされ、それに基づいて患者様が医療従事者と話し合いを行い

　患者様ご本人による決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療を進めることが最も常陽な原則です。

②「人生の最終段階における医療」における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止などは

　他専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断

　すべきものです。

③医療・ケアチームにより可能な限り痛みやその他の不快な症状を十分に緩和し、患者様やご家族の精神的・

　社会的な援助も含めた総合的な医療とケアを行うことが必要です。

　　　　　　≪意思決定支援のフロー図≫

※このフロー図は厚生労働省ホームページ掲載を参照し作成したものです。

　　　　　　≪関越中央病院でのコンサルテーションフロー図≫

　医療法人　関越中央病院

人生の最終段階における医療とケアの話し合いのプロセス(手順)

人生の最終段階における医療とケアのあり方

十分な

情報の

提供

患者の意思が

確認できる

患者の意思が

確認できない

家族が患者の意思を推定できる

患者と医療住者とが十分に話し合い

患者が意思決定を行う

患者の推定意思を尊重し

患者にとっての最善の治療方針をとる

患者にとって最善の治療方針を

医療・ケアチームで慎重に判断

(※家族がいる場合は充分に話し合う)

人生の最終段階における

医療とケアの方針決定

〇病態などにより治療内容の決定が困難

〇家族の中で意見がまとまらない場合

複数の専門家で構成する委員会を設置し

治療方針等の検討や助言を行う

〇家族が患者の意思を推定できない

〇家族がいない

「患者の診療を進めていく中で」

〇治療方針 〇倫理的問題

〇法的問題 〇社会的問題

・・・が生じた時

特に問題とは判断されず、現場での

「医療・ケア・チーム」で対応可能と判断

経験者や多数の意見により解決できると判断

「臨床倫理チーム」に依頼

明らかに倫理的に重大な事案と判断されるケー

スでは「臨床倫理委員会」の設置を調整

ソーシャルワーカーに連絡
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MSWは症例の内容に応じて

①②③の対応をそれぞれの責任者

と相談して決定する。

※現場での「医療ケアチーム」で対応困難と

判断された場合 ↓

※「臨床倫理チーム」でも解決困難と判断さ

【医療ケアチーム員】

医師・病棟師長・病棟看護師

外来師長・退院支援看護師

MSW・ご家族

【倫理委員会】

理事長・病院長・副院長

医局長・事務長・看護部長

弁護士

【臨床倫理チーム】

病院長・副院長・看護部長

医療安全管理者

技術部部長
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